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序－１．計画の目的と位置づけ 
 

１ 計画の背景 

 

（１）前計画策定以降の社会経済情勢の変化 

前計画策定以降、少子高齢化・人口減少の急速な進行など、本市をとりまく社

会経済情勢は大きな変化を見せています。 

 

少子高齢化と人口減少                          

• 人口が減少基調に転じ、社会が成熟化しつつある中で、都市づくりのあり方も

従来型の拡大路線から、「選択と集中」による質的な向上が求められており、

都市計画に課せられた役割も大きく変わってきています。 
 

地球温暖化問題の深刻化                         

• 地球規模での異常気象の発生や生態系の変化等の影響が顕在化しており、地

球環境の保全に資する温室効果ガスの低減や循環型社会の形成に向けて、都

市や生活のあり方を見直す必要性が強まっています。 
 

都市間・地域間格差の拡大                        

• 経済のグローバル化や構造改革は、大都市圏と地方との間に雇用などの様々

な格差をもたらしています。地域経済は厳しい局面を迎えており、産業基盤等

の見直し等による効率的な都市経営が求められています。 
 

価値観とライフスタイルの多様化                     

• 多様な価値観や心の豊かさが、人々の暮らしの重要な要素として欠かせない

ものとなっており、多彩な都市活動を創発する舞台として都心空間を磨いてい

くことが求められています。 
 

地方分権改革の進展                           

• 国による地方への権限移譲など地方分権が推進され、自立した自治体におい

ては、自己責任のもとで自主的、自律的に行政を行っていくことが求められて

います。 
 

市町合併                               

• 市町合併による行政区域の拡大により、高速道路網・新幹線・港湾・空港と

いった広域交通機能、豊かな自然環境や地域独自の伝統・文化といった地域

資源の連携など、総合的な都市運営が求められています。 
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（２）都市計画制度の見直し 

平成 18 年に「コンパクトなまちづくり」のより一層の推進を目的として都市計画

法の一部改正が行われました。現在も、今後の人口減少・超高齢社会に対応する

ため都市計画法の見直しが検討されています。 
 

２ 計画の目的 
 

本計画は、都市計画法第 18 条の 2※１ の規定に基づいて策定する計画であり、本

市の都市計画に関する基本的な方針を定めるものです。 

計画では、市全体のまちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立するとともに、７

地域のあるべき市街地像を示し、地域別の課題に応じた整備方針、地域の都市生

活、経済活動等を支える諸施設の計画等をきめ細かく、かつ総合的に定めます。 
 

３ 計画の位置づけと構成 
 

（１）計画の位置づけ 

・都市計画法による法定計画(都市計画マスタープラン・義務規定) 

・将来ビジョンを定めたまちづくりの総合的な指針 

・市民と行政が一体となってまちづくりを実現するための計画 

 

【主な上位・関連計画との関係】 

 

○総合交通戦略 
○公共交通政策ビ

ジョン 
○景観計画 
○中心市街地活性

化基本計画 
○緑の基本計画 

秋田県国土利用計画

 

都市計画区域の整

備、開発及び保全

の方針 
 

－都市計画区域 

マスタープラン－

秋田市総合計画 ふるさと秋田元気創造プラン

秋田市国土利用計画

○農林水産業・農村
振興基本計画 

○環境基本計画 

 

秋田市総合都市計画

-都市計画マスタープラン-

 

○まちづくりの課題 

○目指すべき都市の姿 

○全体構想 

○地域別構想 

○実現化方策 
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（２）計画の構成 

本計画は、都市計画審議会や策定委員会での意見、アンケートやワークショッ

プ等で把握した市民意向等を踏まえて策定したものです。内容は「目指すべき都

市の姿」、「全体構想」、「地域別構想」および「実現化方策」で構成されていま

す。 

目指すべき都市の姿では、まちづくりの基本理念とともに、将来都市構造等を示

します。 

全体構想では、将来都市像を実現するための主要課題や課題に対応した整備方

針等を示します。 

地域別構想では、中央、東部、西部、南部、北部、河辺、雄和の 7 地域につ

いて、地域のあるべき市街地像や実施されるべき施策等を示します。 

実現化の方策では、全体構想、地域別構想で描いたまちづくりを具体化し、実

現していくための方策や、市民・行政における体制づくりの方針を示します。 

 

 

 

 

 

序章 

○計画の目的と位置づけ 

○対象区域の設定と目標年次 

○まちづくりの課題 

 

第１章 目指すべき都市の姿 

 

第２章 全体構想 

 

第３章 地域別構想 

 

第４章 実現化方策 

 

 

第６ 次秋田市総合都市計画の構成

 

都市計画審議会 

 

 

策定委員会 

 

市民意向 

・アンケート調査 

・地域別ワークショップ

・パブリックコメント 

・シンポジウム 

意
見
反
映 

 
 

 
 

意
見
反
映 
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序－２．対象区域の設定と目標年次 
 

１ 対象区域の設定 

 

本計画は、都市計画マスタープランとして都市計画区域を重点的に扱いますが、

都市づくり全体に目を向けた総合的な指針として、都市計画区域外の農地や森林地

域を含む秋田市全域を対象とします。 
 

２ 目標年次 

 

目標年次は 20 年後の平成 42 年(具体の整備は 10 年後の平成 32 年)とします。 

また、目標年次において見込まれる人口、世帯数は以下のとおりです。 

     

（１）人口 

人口については、今後とも減少し続け、平成 32 年約 29.5 万人、平成 42 年約

26.0 万人を見込みます。 

 

【秋田市の人口推計】 

 

 

 

 

 

32.2
33.7 33.3

32.4
31.0

29.5
27.8

26.0

33.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

平成２年 7 12 17 22 27 32 37 42

（万人）

実績値 推計値
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11.0

12.8 13.1 13.4 13.1
12.7

12.2
11.5

12.0

2.26

2.76

2.94

2.63
2.42 2.37

2.32 2.28
2.54

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

平成２年 7 12 17 22 27 32 37 42

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

世帯数 世帯人員（万世帯）

実績値 推計値

（世帯／人）

 

 

（２）年齢別人口フレーム 

年齢別人口については、今後とも高齢化が進み、65 歳以上が平成 32 年に 31.6％ 、

平成 42 年に 36.4％ になると見込みます。 

 

【年齢別人口の推移】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）世帯数 

世帯数については、平成 22 年頃をピークに減少に転じ、平成 42 年に 11.5 万世

帯になると見込みます。 
 

【世帯数推計】 
 

 

 

 

 

 

 

 

23,543

9.1％

26,864

9.7％

31,144

10.6％

35,467

11.4％

39,945

12.3％

43,927

13.2％

47,991

14.3%

53,023

16.0%

58,938

18.3%

141,869

54.5％

155,949

56.1％

170,537

57.9％

187,782

60.5％

206,528

63.7％

218,735

65.7％

227,785

67.7%

228,977

69.1%
225,504

69.9%

94,716

36.4％
94,978

34.2％

93,039

31.6％

87,183

28.1％
77,904

24.0％

70,447

21.1％
60,789

18.1%

49,470

14.9%37,955

11.8%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成２年 7 12 17 22 27 32 37 42

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳～）
（人）

実績値 推計値
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序－３．まちづくりの課題 

 

（１）社会環境の変化への対応 

① 人口減少、少子高齢社会への対応 

・全国的な人口減少が進む中で、本

市においてもその傾向が顕著であり、

また、平成 2 年から 17 年にかけて高

齢者は増加傾向にあり、将来的にも

一層の高齢化が進むことが推測さ

れます。これらの変化は、今後、市

民生活や経済などあらゆる面から、

都市の持続性に影響を及ぼすこと

が懸念されます。 
 

・都市としての持続性の確保とは、将

来世代のニーズを損なうことなく、

現在の世代のニーズを満たすこと

であり、今後の社会経済情勢を見据えて「生活の質(QOL)」の維持・向上を図

る必要があります。 

 

② 産業構造の変化への対応 

・本市の産業構造は、第 1 次産業の就

業者の割合が比較的低く、第 3 次産

業の就業者が全体の 8 割近くを占め

るという構造にあります。本市の経済

を支えてきた卸売・小売業、製造業

は、近年の経済情勢の影響もあり、

商品販売額、製造品出荷額などが減

少する一方で、福祉、情報関連の部

門の拡大が見られるなど、産業構造

が変化しています。 
 

・産業構造の変化への対応は、全国

的な課題でもありますが、地方の都

市政策としては、市民の生活を支える地域産業の活性化であり、土地利用施策

などを結びつけた総合的な都市経営の確立が求められています。 

産業分類別就業者割合の推移

21.9%

22.1%

21.2%

18.0%

73.1%

74.4%

76.2%

79.2%

2.8%

2.6%

3.5%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成2

7

12

17

第１次産業 第２次産業 第３次産業

資料：国勢調査

資料：国勢調査

高齢者数の推移

37,955

49,470

60,789

70,447

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

（人）
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（２）地球温暖化、環境負荷の増大への対応 

・日常生活や経済活動等によって排出される二酸化炭素（以下、CO２ という。）な

どの温室効果ガスの増大が原因とされる地球温暖化への対応が、喫緊の課題

となっています。 
 

・本市の CO２ 排出量は増加し

ており、その中でも運輸部

門の増加が顕著になってい

ます。自動車交通の依存度

の高い本市においては、運

輸部門における CO２ の排出

抑制など、環境負荷の低減

に向け、市民、事業者、行

政が一体となった取組が求

められています。 

 

 

 

 

 

（３）規制強度の違う二つの都市計画区域の取扱いの検討 

・市町の合併後においては、同一の都

市圏を形成している場合、一体の都

市として総合的に整備、開発および

保全を行うことが望ましいとされてい

ますが、本市においては、線引き、

非線引きと規制強度の異なる二つの

都市計画区域が隣接しています。 
 

・土地利用規制の不均衡による住民の

不公平感や、将来にわたり無秩序な

開発の広がりを回避するためには、

都市計画区域のあり方を検討する必

要があります。 

 

147

145

1,207

1,213

410

609

357

599

546

823
101

101

104

61

0 1,000 2,000 3,000 4,000

1990(平成2）

2007(平成19)

エネルギー転換 産業

民生家庭 民生業務

運輸 廃棄物

その他（工業プロセス他）

（千t-CO2）

合計3,594

合計2,829

秋田市の温室効果ガス（CO2）排出量部門別構成比 

資料：秋田市地球温暖化対策実行計画

※1990（平成２）年から 2007（平成 19）年における本市の二酸化炭素の排出量は、27％

の増加となっています。1990（平成２）年、2007（平成 19）年の森林吸収分は、それぞれ

48 千ｔ-ＣＯ２、140 千ｔ-ＣＯ２となっており、その分を除けば 24％の増加となります。 
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（４）各地域の土地利用のあり方 

① 市域全体について 

・森林と農地で市土の約 8 割を占めており、その中には太平山県立自然公園や

番鳥森自然環境保全地域などの貴重な自然環境が豊富にあります。各種法制

度に基づき適正な維持管理を行い、バランスのとれた市土を形成していく必要

があります。 
 

・特に高齢化や後継者不足などにより、耕作放棄地や維持管理の行われていな

い山林の増加が懸念され、農地や山林の持つ生物多様性や国土保全などの多

面的機能への影響と、その延長線上にある都市としての環境的持続性の確保に

向けた、適正な維持管理と都市部と農村部の新たな連携構造を確立する必要

があります。 

 

② 都市計画区域について 

・都市的土地利用の規制・誘導

という点から見ると、秋田都市

計画区域における市街化区域

と市街化調整区域の線引き制

度は効果を上げています。し

かし河辺都市計画区域(非線

引き)においては、近年、用途

地域外での農地転用が見受

けられ、居住環境や田園・自

然環境の保全の観点から適正

な土地利用誘導の検討が必

要です。 
 

・用途地域指定との関係を見ると、商業系用途地域においては、商業用地として

の利用よりも住宅地としての利用が中心となっている地区もあります。今後の人

口減少や商業販売額の落ち込みを踏まえると、現行の土地利用と用途地域指定

の適合性について重要な課題として捉える必要があります。 

資料：都市計画基礎調査

河辺都市計画区域の農地転用件数・面積の推移

0

2

1

0

7
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4

5

2

37,337

08081,5900 570

3,104

12,663
7,200 7,996

0

5

10

15

H17 18 19 20 21

0

10,000

20,000

30,000

40,000

用途地域件数 用途地域外件数

用途地域面積 用途地域外面積

（件）
（㎡）
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（５）人口の低密度化、行政効率の低下への対応と持続性の追求 

・人口減少および高齢社会の

中で、DID※２ が拡大し、低密

度化が進行すると、道路や下

水道、教育施設やバス交通

網など、都市機能の維持・

更新などにかかる都市経営

コスト※３ が増加することが予

測されます。 
 

・今後、市街地人口の低密度

化が進行すると、空き家、空

き地の大幅な増加、さらには

「高齢化等集落」の発生など、個人では解決が困難な問題の顕在化が懸念さ

れます。 
 

・都市計画道路や公園、公共下水道などの都市施設の面においては、特定の箇

所についての課題はあるものの、全体としては充足傾向にあり、行政効率の面

から考えると、今後は都市施設等を含めた既存ストックの活用を結びつける取組

が重要になっています。 
 

 

（６）マイカー依存の高まりによる交通渋滞や公共交通への対応 

・市民の交通手段については、自動車

への依存度が高まっており、バス利用

者の減少が進むと、赤字路線・系統

が一層増加し、現在のバス路線網の

維持が困難になることが懸念されま

す。 
 

・移動手段の公共交通への転換には、

自動車利用の抑制と一体となった鉄

道を含めた公共交通のサービスの向

上とともに、新たな都市構造の構築と

の連携も重要になります。鉄道については、駅の結節点機能の強化が重要であ

り、バス交通との更なる連携が必要です。 

秋田都市圏の代表交通手段の変化

29.4%

12.0%

42.2%

72.1%

6.1%

11.6%

18.9%

2.3%
2.0%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和54年

平成17年

徒歩 二輪車 自動車 路線バス 鉄道 その他

資料：S54 パーソントリップ調査
※４

 

H17 簡易パーソントリップ調査 

資料：都市計画課

0 20,000 40,000 60,000

現況の都市

現状維持型都市構造

拡散継続型都市構造

集約型都市構造A
（DID人口密度60人/ha）

集約型都市構造B
（DID人口密度80人/ha）

419.6億円/年

423.1億円/年

376.4億円/年

359.1億円/年

（百万円/年）

440.7億円/年

2025年推計人口

278,000人で試算

都市構造タイプ別歳出額試算結果 
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・また、超高齢社会への移行を見据え、市街地全体の歩行空間をより安全で快適

なものにしていく必要があるほか、環境面や地域活性化の面からも、鉄道駅や

地域中心の周辺を中心に自転車の利用環境も整えていくことが重要です。 
 

（７）中心市街地※５ の空洞化への対応 

・中心市街地の空き地や平面駐車場 

などの低未利用地は減少傾向にあ

りますが、依然 1 割以上が低未利用

地のままとなっています。現在、秋

田市中心市街地活性化基本計画

（平成 20 年 7 月内閣総理大臣認

定）に基づき、広域都市圏の中心に

ふさわしい高次都市機能の再集約

と生活支援機能の誘導・強化、街な

か居住の推進を図っており、それぞ

れのプロジェクトの推進とともに、持続性を確保するため、エリアマネジメント※６

も視野に入れて展開する必要があります。 
 

・また、来街者を呼び込むためには、地域の魅力づくり以外に、交通の利便性の

向上も重要であり、鉄道、バス・タクシー等の乗り継ぎをはじめ、歩行環境や

自転車の利用環境などにも配慮が必要です。 

 

（８）自然災害、犯罪等への対策 

・住宅の密集した地区やハザード・リ

スクの高い地区(災害の発生の可能

性が高い地区)も見られ、自然災害か

らの被害を最小限に食い止めるため

にも、狭隘道路の解消や家屋の耐

震・耐火化の促進、避難場所・避難

路の充実、洪水調整等の役割を果た

す緑地の保全など、都市の防災性能

の向上を総合的に進める必要があり

ます。 
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・地域によっては、空き家率の上昇が地域コミュニティを弱め、犯罪を誘発しか

ねないと不安視されています。防犯のための基礎的な活動単位となる地域コミ

ュニティの育成を図りながら、市民の定住化や空き家への住み替えを促進する

などにより、地域ぐるみでの防犯力を強化して、安心して住み続けられる居住

環境を整備することが求められています。 

 

（９）自然や文化の継承と新たな秋田らしさの追求 

・市内には太平山から続く広大な丘陵部、

海岸部の緑、雄物川、市街地周辺の樹

林地や農地などの美しい郷土景観、自然

環境が広がっており、その保全と継承が

求められています。 
 

・市街地内では、新屋表町通りにおいて、

住民が主体となって、歴史や水と緑を活

かした景観づくりが進められており、この

ような地域ごとの特性にあった景観づく

りの展開により、秋田らしさや個性を創出

することが望まれます。 
 

・観光客数は近年横這いで推移していますが、本市固有の自然や文化は、観光

資源でもあり、交流人口の拡大とともに都市としての活性化につながるよう、観

光客など来訪者の滞留や回遊の仕組みを整えていく必要があります。 
 

（10）前計画の評価 

・旧秋田市を対象として策定された、前計画となる第 5 次秋田市総合都市計画     

(目標年次平成 32 年)では、目指すべき都市の姿を『にぎわいとうるおいのある

快適環境都市あきた』に定め、まちづくりの目標として「優しさと安全・安心で

文化的な生活環境づくり」「活力と魅力にあふれた都市空間づくり」「人とまちと

自然環境が共生するまちづくり」の 3 つの目標を掲げました。 
 

・また、この目標の実現に向けた取組として、8 つのまちづくりポイントと、各ポイ

ントに対応したまちづくり重点事業を位置づけ、これらの事業を通じた市街地形

成の目指すべき方向として｢コンパクトで成熟した市街地形成｣を掲げました。 
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・このまちづくりポイントごとに設定した重点事業について、現時点での進捗・成

果を評価すると、次のように整理できます。 
 

【まちづくりポイント１】県都秋田市にふさわしい中心市街地づくり 

・ 秋田駅東拠点地区の土地区画整理事業や魅力ある都市景観の形成に向け

た景観法に基づく景観計画の策定など、一部事業は完了していますが、そ

れ以外の事業については現在進行中もしくは未着手となっています。 

・ 民間マンションの建設などにより、中心市街地の定住人口は回復基調にあり

ますが（平成 12 年：3,204 人→平成 19 年：3,381 人）、核となる駅前の市街

地開発事業が未完了であり、商店街の空き店舗活用も進んでいないなど、

十分なにぎわいの回復には至っていない状況です。 
 

【まちづくりポイント２】都市活動を支える快適な交通ネットワークづくり 

・ 秋田中央道路等の骨格的道路網の整備が進められ、都市計画道路の整備率

も着実に上昇していますが、一部路線で混雑時平均旅行速度の低下が見ら

れるなど、有機的な道路体系構築については、今後も大きな課題となります。 

・ 本市交通結節点の中心となる秋田駅においては、デッキや東口駅前広場の

整備が完了し、交通利便性の向上に資する環境づくりが進められていますが、

その一方でバスの利用者が著しく減少しており、公共交通の利用促進に向け

た施策展開が求められています。 
 

【まちづくりポイント３】地域の個性創出と活性化を促すまちづくり 

・ 地域の核となる市民サービスセンターが西部地域で竣工し、現在も北部地

域で整備が進められています。 

・ 拠点地域（東通、新屋、御所野、土崎）の小売業店舗面積が増加するなど、

商業集積の成果も見られますが、地域住民の満足度を得るには不十分な状

況です。今後も、地域特性に応じた機能立地の誘導と個性ある地域づくりは

大きな課題となります。 
 

【まちづくりポイント４】安全・快適で環境に優しい居住環境づくり 

・ 地区計画の指定や緑地協定の締結、安全・安心なまちづくりに向けた自主

防災組織の設立など、今後の良好な生活環境形成に向けた素地づくりには

一定の成果が見られます。また、生活を支える下水道や総合公園等の整備

率も着実に上昇しており、引き続き、計画的かつ円滑な整備が求められます。 
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・ 一方で、街路樹の植栽や多自然型親水護岸の整備など、自然環境に配慮し

た取組や、建築物の不燃化促進や避難所の整備など、防災面での機能充実

については、今後の更なる充実が求められます。 
 

【まちづくりポイント５】少子長寿社会のふれあいコミュニティづくり 

・ 各種ソフト事業の実施により、地域活動を支える公民館の活用件数や高齢者

のケアを支える市内グループホーム※７ 等の利用者数は増加傾向にあります

が、高齢者への具体的な生活支援の展開などが課題となっています。 

・ ハード面でも、街区公園の再整備や街なかの空き家・空き店舗等を活用し

た新たなふれあい空間の創出などの取組が遅れており、引き続き、多様な

活動を促す環境整備が求められます。 
 

【まちづくりポイント６】市民参加・参画による実践的まちづくり 

・ 建築協定や緑地協定の締結数、都市計画提案制度の活用件数が増加する

など、住民による主体的なまちづくりに対する機運は、着実な高まりを見せて

います。今後も、引き続き意識啓発に取り組むとともに、積極的な情報提供

を展開していくことが求められます。 
 

【まちづくりポイント７】市民まちづくり支援体制づくり 

・ 地域いきいきづくり支援事業補助制度をはじめとするまちづくり助成制度が

創設されるなど、住民主体のまちづくり活動に対する支援体制づくりが進めら

れており、引き続き、支援体制やメニューの充実が求められます。 
 

【まちづくりポイント８】組織づくり・人づくり 

・ まちづくり担い手講座やまちづくり計画策定担い手支援事業等の啓発事業を

通じて、まちづくり NPO をはじめとする新たなまちづくり主体が誕生しており、

継続的な育成・支援が求められます。 
 

・このように、前計画については、コンパクトな市街地形成という目標のもとで事

業が進められ、市街地の拡大抑制など一定の成果も見られました。しかし、予

想を上回る少子高齢化や人口減少の進行などにより、既存市街地の低密度化が

進み、本来の目的である「高密度でコンパクトな市街地形成」が十分に達成で

きていない状況です。そのため、本計画においても、進捗管理が不十分だった

前計画の反省も踏まえ、より効果的かつ具体的な施策展開を見据えながら、引

き続き、高密度でコンパクトな市街地形成に向けたまちづくりが求められます。 




